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高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

五
四

（
二
九
八
V

高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

　
　
　
　
　
　
　
続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
一
〇
・
完
）

手

塚

豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
高
知
県
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
政
社
の
一
つ
で
あ
つ
た
修
立
社
の
有
志

六
名
が
、
明
治
政
府
打
倒
、
大
臣
暗
殺
の
陰
謀
を
企
て
、
そ
の
軍
資
金
調
達
を

依
頼
し
た
同
県
人
一
青
年
の
変
心
と
密
告
を
お
そ
れ
て
、
明
治
十
九
年
一
月
三

日
、
同
青
年
を
大
阪
府
下
尻
無
川
畔
に
お
い
て
殺
害
、
強
盗
殺
人
と
知
情
受
賊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
罪
に
間
わ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
尻
無
川
事
件
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
「
自
由
党
史
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
時
に
高
知
県
の
青
年
吉
松
寿
太
郎
、
佐
野
義
一
、
下
村
治
幾
、
間
直
三
、

　
　
（
田
か
1
手
塚
註
）

　
沢
村
良
吉
、
大
井
善
友
等
は
深
く
時
事
を
慷
慨
し
、
密
に
議
し
て
要
路
の
諸

　
大
臣
を
殺
鐵
せ
ん
と
欲
し
…
…
乃
ち
十
九
年
抄
冬
の
交
に
し
て
、
適
ま
伊
藤

　
総
理
大
臣
以
下
の
権
官
が
、
聖
駕
の
西
幸
に
雇
従
し
て
京
都
を
経
て
大
阪
に

　
向
は
ん
と
す
る
の
風
説
あ
り
（
中
略
）
．
蓋
し
吉
松
は
襲
き
に
明
治
十
八
年
の

　
春
同
志
速
見
市
次
郎
と
共
に
、
爆
裂
弾
を
日
比
谷
練
兵
場
に
埋
置
し
、
電
気

　
作
用
を
以
て
之
を
発
炸
せ
し
め
、
将
相
を
挙
て
一
時
に
之
を
塵
殺
せ
ん
こ
と

　
　
　
　
　
（
4
）

を
謀
り
た
る
も
の
、
日
本
に
も
亦
斯
の
如
き
進
歩
せ
る
思
想
を
懐
け
る
者
あ

る
こ
と
を
欧
洲
の
人
士
に
知
ら
し
め
ん
と
い
ふ
を
以
て
其
平
生
の
念
と
為

し
、
常
に
単
為
孤
行
し
て
毫
も
先
輩
の
羅
束
す
る
所
と
な
ら
ざ
り
き
．
是
に

於
て
各
々
其
服
を
変
じ
て
官
吏
或
は
商
人
に
擬
し
、
新
橋
、
名
古
屋
、
梅
田

の
各
沿
道
停
車
場
に
隠
伏
し
て
、
悉
く
陪
従
の
大
臣
を
銃
殺
す
る
の
計
画
を

定
め
、
因
て
同
志
ど
謀
り
之
が
資
金
を
調
へ
ん
と
欲
し
、
大
阪
に
留
学
せ
る

　
　
　
　
　
（
久
万
吉
が
正
し
い
1
手
塚
註
）

同
県
人
沢
田
熊
吉
な
る
者
に
就
て
、
其
志
を
示
し
財
を
出
さ
し
む
。
熊
吉
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
諾
し
て
未
だ
果
さ
ず
、
已
に
し
て
心
を
変
じ
親
も
す
れ
ば
官
府
に
密
告
せ

ん
と
す
る
の
跡
あ
り
。
吉
松
、
佐
野
等
以
て
未
だ
露
れ
ざ
る
に
先
ん
じ
其
口

を
絶
つ
に
若
か
ず
と
為
し
、
十
九
年
日
月
三
日
の
夜
、
熊
吉
を
大
阪
府
下
西

成
郡
尻
無
川
の
堤
に
誘
ひ
、
之
を
経
殺
し
、
骸
を
堰
中
に
投
じ
て
去
る
。
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

に
し
て
諸
大
臣
西
下
の
報
無
く
、
佐
野
義
一
、
間
直
三
、
大
井
善
友
、
沢
村

良
吉
等
急
に
事
を
挙
げ
ん
と
欲
じ
先
づ
京
に
入
る
．
一
月
二
十
二
日
、
陰
謀

乃
ち
発
覚
し
、
佐
野
等
東
京
に
捕
は
れ
、
吉
松
、
下
村
等
は
大
阪
に
捕
は
れ
、



　
廿
一
年
七
月
二
十
四
日
大
阪
重
罪
裁
判
所
に
於
て
殺
人
犯
の
故
を
以
て
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
松
、
佐
野
は
死
刑
に
、
下
村
、
問
は
無
期
徒
刑
に
、
沢
村
、
大
井
は
重
禁
鋼

　
三
年
に
処
せ
ら
る
．
後
ち
間
は
獄
中
に
死
し
、
下
村
は
北
海
道
の
獄
に
あ
り

　
て
三
十
三
年
皇
太
子
成
婚
の
日
赦
に
遭
ふ
て
帰
る
。

　
事
件
の
梗
概
は
一
応
わ
か
る
が
、
何
分
に
も
岩
波
文
庫
本
の
二
頁
に
み
た
な

い
記
事
で
あ
る
か
ら
、
く
わ
し
い
点
は
不
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
大
臣
暗
殺
を

通
じ
て
内
乱
の
企
図
の
有
無
、
そ
の
計
画
と
修
立
社
全
体
の
動
向
と
の
関
連
、

さ
ら
に
殺
人
事
件
そ
の
も
の
の
詳
細
な
経
過
な
ど
十
分
に
は
伝
え
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
自
由
民
権
運
動
史
の
文
献
の
中
に
は
、
こ
の
事
件
を
取
り
あ
げ
た
も
の
も
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
前
掲
自
由
党
史
の
記
事
の
敷
写
し
か
、
さ
も
な
け
れ
ぽ
そ
の

　
　
　
　
　
（
5
）

抜
葦
に
す
ぎ
な
い
。
終
戦
後
、
自
由
党
関
係
諸
暴
動
事
件
の
研
究
は
、
さ
ま
ざ

ま
の
角
度
か
ら
盛
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
尻
無
川
事
件
を
取
扱
つ
た
詳
し
い
論

考
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
。

　
明
治
十
五
年
の
福
島
事
件
が
、
国
事
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
た
た
め
、
河
野
広

中
以
下
の
関
係
者
が
、
世
間
か
ら
英
雄
の
よ
う
に
む
か
え
ら
れ
た
の
で
、
明
治

政
府
の
司
法
当
局
は
、
そ
の
後
の
諸
暴
動
事
件
の
裁
判
に
際
し
、
内
乱
陰
謀
、

大
臣
暗
殺
計
画
な
ど
国
事
犯
的
犯
罪
事
実
は
出
来
る
限
り
こ
れ
を
無
視
し
i

大
阪
事
件
と
飯
田
事
件
は
止
む
を
え
な
い
例
外
で
あ
つ
た
ー
そ
れ
に
随
伴
し

て
行
わ
れ
た
兇
徒
聚
衆
、
殺
人
、
傷
害
、
強
盗
な
ど
常
事
犯
的
犯
罪
事
実
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
問
責
す
る
方
針
を
採
つ
た
。
秩
父
事
件
、
加
波
山
事
件
、
名
古
屋
事
件
、
静

岡
事
件
、
群
馬
事
件
等
の
裁
判
が
そ
れ
で
あ
る
。
尻
無
川
事
件
も
、
そ
う
し
た

意
味
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
種
類
の
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

こ
れ
ま
で
の
自
由
民
権
運
動
史
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
事
件
が
比
較
的
に
軽

視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
事
件
の
規
模
が
小
さ
い
こ
と
に
も
原
因
は
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
関
す
る
資
料
の
不
足
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
．

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
明
治
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日
．
二
十
九
日
の

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

二
回
に
亘
り
土
陽
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
同
事
件
「
裁
判
言
渡
書
」
の
全
文
で
あ

る
。
同
事
件
は
大
阪
重
罪
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
阪
地

方
裁
判
所
検
事
局
（
現
在
の
大
阪
地
方
検
察
庁
）
に
は
、
事
件
関
係
の
一
切
の
書

類
が
保
管
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
が
、
同
局
の
文
書
は
戦
災
の
た
め
亡
失
し
た
。

そ
れ
が
た
め
、
今
後
、
同
事
件
裁
判
関
係
の
公
文
書
が
発
見
さ
れ
る
機
会
は
ほ

と
ん
ど
な
く
な
つ
た
と
み
て
い
い
。
と
す
れ
ぽ
、
判
決
書
は
ー
た
と
え
そ
れ

が
新
聞
記
事
の
た
め
絶
対
の
正
確
さ
は
保
証
さ
れ
な
い
に
し
て
も
1
今
日
に

残
さ
れ
て
い
る
も
つ
と
も
貴
重
な
資
料
の
一
つ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
．

　
い
ま
こ
こ
で
、
同
事
件
裁
判
の
経
過
を
辿
つ
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
事
件
の
発
覚
に
つ
い
て
は
、
前
掲
自
由
党
史
の
記
事
に
よ
つ
て
、
十
九

年
一
月
末
、
関
係
老
が
捕
縛
さ
れ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
逮
捕
の
契
機
は
不
明

で
あ
る
。
東
京
で
逮
捕
さ
れ
た
者
も
大
阪
へ
送
致
さ
れ
、
事
件
犯
罪
地
で
あ
る

大
阪
重
罪
裁
判
所
の
所
管
と
な
つ
た
と
思
わ
れ
る
（
酷
僻
雑
第
）
。
重
罪
の
予
審
も

軽
罪
裁
判
所
の
管
轄
で
あ
つ
た
か
ら
（
銅
蝋
綿
）
、
大
阪
軽
罪
裁
判
所
で
予
審
が
開

か
れ
た
が
、
開
始
の
時
期
お
よ
び
担
当
予
審
判
事
名
は
不
明
で
あ
る
。
予
審
は

翌
二
十
年
六
月
三
十
日
に
終
結
し
た
．
同
年
七
月
九
日
・
土
陽
新
聞
は
、
次
の

よ
う
に
報
じ
て
い
る
　
（
句
読
点
・
手
塚
、
以
下
同
じ
）
。

　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
過
般
来
、
大
坂
瞠
罪
裁
判
所
に
於
て
予
審
中
な
り
し
夫
の
高
知
県
士
族
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
野
義
一
、
同
平
民
赤
松
寿
太
郎
、
同
士
族
問
直
三
、
同
士
族
下
村
治
幾
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
二
九
九
）



　
　
　
　
高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
士
族
大
井
善
友
、
同
平
民
沢
田
良
吉
等
の
五
氏
に
係
る
謀
殺
事
件
は
、
強
盗

　
致
死
及
び
徴
兵
令
違
反
と
認
定
に
な
り
、
去
る
三
十
日
を
以
て
予
審
終
結
と

　
な
り
し
が
、
被
告
諸
氏
に
於
て
は
固
よ
り
某
大
臣
を
暗
殺
せ
ん
と
の
目
的
を

　
立
て
、
既
に
そ
の
方
法
を
も
定
め
て
郷
里
を
出
発
せ
し
も
の
に
て
、
単
に
強
盗

　
を
為
す
た
め
、
夫
の
沢
田
久
馬
吉
を
謀
殺
せ
し
に
あ
ら
ず
、
重
な
る
目
的
は

　
大
臣
暗
殺
に
あ
り
。
然
る
に
大
阪
に
於
て
右
目
的
を
久
馬
吉
に
明
し
、
実
行

　
費
に
供
す
る
た
め
同
人
所
持
の
金
子
を
借
用
せ
ん
と
せ
し
に
、
同
人
は
こ
の

　
金
子
を
貸
さ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
或
は
右
暗
殺
の
計
画
を
も
他
へ
漏
ら
さ
ん

　
と
す
る
模
様
あ
り
し
を
以
て
、
止
む
こ
と
を
得
ず
、
こ
れ
を
殺
害
せ
し
訳
な

　
れ
ば
、
本
件
は
全
く
国
事
上
に
関
す
る
も
の
に
し
て
、
尋
常
犯
と
は
同
じ
か

　
ら
ず
、
然
る
に
右
の
如
く
強
盗
致
死
云
々
と
認
め
ら
れ
て
は
服
す
る
能
は
ず

　
と
て
、
遂
に
一
同
よ
り
会
議
局
へ
故
障
を
申
立
て
た
り
と
い
ふ
。
因
に
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
右
六
名
中
、
首
謀
者
は
佐
野
氏
に
し
て
赤
松
、
間
の
二
氏
は
こ
れ
を
助
け
、

　
他
の
三
名
は
全
く
右
謀
殺
に
は
関
係
な
き
も
の
な
り
と
ぞ
。

　
つ
づ
い
て
七
月
十
三
日
・
同
新
聞
は
さ
ら
に
同
事
件
の
量
刑
の
予
想
と
弁
護

人
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
大
臣
暗
殺
被
告
事
件
・
同
事
件
に
付
き
本
県
人
佐
野
義
一
、
吉
松
寿
太
郎
、

　
下
村
治
幾
、
間
直
三
の
四
氏
は
…
－
目
下
予
審
終
結
の
如
く
な
る
時
は
、
佐

　
野
氏
は
首
謀
者
に
し
て
死
刑
を
免
か
れ
ず
、
吉
松
氏
は
無
期
徒
刑
、
間
氏
も

　
無
期
徒
刑
に
適
す
れ
ど
、
犯
時
二
十
歳
未
満
な
る
を
以
て
一
等
を
減
ず
る
と

　
せ
ば
即
ち
有
期
徒
刑
に
当
り
、
又
下
村
氏
は
重
懲
役
に
し
て
、
其
他
大
井
、

　
沢
田
の
両
氏
は
軽
罪
に
擬
せ
ら
る
る
訳
合
な
る
が
、
尚
聞
く
処
に
依
ば
、
右

　
予
審
の
言
渡
に
対
し
て
は
、
被
告
一
同
是
を
甘
受
す
る
能
は
ざ
る
理
由
有
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
山
ハ
　
　
　
　
（
一
二
〇
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
予
審
に
対
す
る
故
障
趣
意
書
か
1
手
塚
註
）

　
て
、
目
下
故
障
申
立
中
の
趣
に
て
、
且
該
公
訴
状
に
拠
ば
、
被
告
諸
氏
が
郷

　
里
を
出
発
す
る
場
合
、
大
臣
暗
殺
の
陰
謀
を
抱
き
し
筈
の
事
実
も
有
る
や
に

　
聞
及
び
た
れ
ど
も
、
信
疑
の
程
は
如
何
に
か
、
尚
又
目
下
在
阪
中
な
る
本
県

　
代
言
人
寺
田
寛
、
戸
田
猛
馬
の
両
氏
に
は
、
右
被
告
諸
氏
に
係
る
差
入
物
及

　
其
他
の
世
話
向
を
担
当
せ
ら
れ
居
る
由
。

　
予
審
終
結
は
、
強
盗
殺
人
と
徴
兵
令
違
反
で
重
罪
裁
判
所
へ
移
す
の
言
渡
で

あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
が
「
故
障
申
立
」
を
し
た

の
で
あ
る
（
端
畔
厳
繍
）
。
．
故
障
」
の
「
趣
意
」
は
、
大
臣
暗
殺
陰
謀
を
国
事
犯

と
し
て
取
扱
い
、
事
件
を
高
等
法
院
へ
移
す
よ
う
に
申
立
て
た
も
の
と
推
測
さ

（
8
）

れ
る
。
「
故
障
」
の
申
立
を
う
け
た
大
阪
軽
罪
裁
判
所
会
議
局
が
、
ど
の
よ
う

な
判
決
を
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
申
立
を
斥
け
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
期
は
二
十
年
九
月
末
頃
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
二
十

年
十
月
二
日
・
大
阪
日
報
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
夫
の
高
知
県
人
沢
田
久
万
吉
を
当
府
下
に
て
殺
害
せ
し
同
県
人
佐
野
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
一
、
吉
松
寿
太
郎
、
間
直
三
、
下
村
治
幾
、
大
井
善
友
、
沢
田
良
吉
等
の
五

　
氏
は
、
当
軽
罪
裁
判
所
の
予
審
終
結
に
対
し
、
故
障
の
申
立
を
な
し
居
た
り

　
し
よ
し
な
る
が
．
其
申
立
の
遂
に
相
立
た
ざ
り
し
も
の
に
や
、
一
件
書
類
残

　
ら
ず
昨
日
を
以
つ
て
当
重
罪
裁
判
所
へ
廻
り
し
と
云
ふ
。
然
れ
ば
近
々
の

　
中
、
検
事
長
よ
り
公
訴
を
提
起
せ
ら
る
玉
な
ら
ん
と
噂
せ
り
。

　
し
か
し
『
実
際
は
す
ぐ
に
は
「
公
訴
状
」
は
提
起
さ
れ
な
か
つ
た
。
会
議
局

の
判
決
に
対
し
、
上
告
が
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
翁
鐸
憾
繍
）
。
そ
の
こ
と
は
、

翌
二
十
一
年
七
月
十
八
日
・
土
陽
新
聞
の
次
の
記
事
に
よ
つ
て
判
明
す
る
。

　
　
本
件
は
襲
に
被
告
人
よ
り
国
事
に
関
す
る
申
立
あ
り
し
が
為
め
、
大
阪
警



　
　
察
本
部
及
び
警
視
庁
に
於
て
の
取
調
書
類
多
く
、
且
予
審
の
終
結
に
対
し

　
て
も
会
議
局
に
故
障
の
申
立
を
な
し
、
大
審
院
に
上
告
し
た
る
等
の
事
あ
り

　
て
、
一
件
書
類
は
都
合
六
百
余
枚
あ
る
由
な
り
。

　
会
議
局
判
決
に
対
す
る
上
告
年
月
日
、
そ
れ
に
対
す
る
大
審
院
判
決
年
月
日
、

さ
ら
に
上
告
理
由
、
大
審
院
判
決
の
内
容
な
ど
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
被
告
人
は
、
国
事
犯
事
件
と
し
て
高
等
法
院
の
管
轄
を
主
張
し
、
大
審
院
は

そ
れ
を
斥
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
、
こ
の
種
の
上
告
審
は
、
三
、
四
ヵ

月
の
期
間
を
要
し
た
か
ら
、
大
審
院
判
決
は
、
二
十
年
十
二
月
か
お
そ
く
と
も

翌
二
十
一
年
叫
月
頃
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
み
て
い
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
ひ
ぎ

っ
づ
き
大
阪
控
訴
院
検
事
長
犬
塚
盛
魏
か
ら
大
阪
重
罪
裁
判
所
長
荒
木
博
臣
宛

に
公
訴
状
が
提
起
さ
れ
た
筈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
大
阪
重
罪
裁
判
所
の
公
判
は
、
二
十
一
年
七
月
十
四
日
と
二
十
日
に
開
か

れ
、
二
十
四
日
に
判
決
の
言
渡
が
行
わ
れ
た
．
担
当
弁
護
人
は
、
佐
野
と
大
井

が
戸
田
猛
馬
、
吉
松
と
沢
田
が
吉
本
松
吉
、
下
村
が
菊
地
侃
二
、
間
が
森
作
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

郎
、
別
に
渋
川
忠
二
郎
．
砂
川
雄
峻
両
代
言
人
が
予
備
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、

裁
判
言
渡
書
の
代
言
人
名
に
は
砂
川
が
洩
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
は
公
判
に
最
後

ま
で
立
会
わ
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
．
戸
田
は
高
知
の
代
言
人
、

他
は
す
べ
て
大
阪
の
代
言
人
で
あ
る
。

　
そ
の
判
決
に
対
し
て
、
佐
野
、
吉
松
、
間
、
下
村
の
四
名
は
、
大
審
院
へ
上

告
し
た
．
明
治
二
十
一
年
八
月
一
日
・
朝
野
新
聞
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
強
盗
殺
人
罪
を
以
て
大
阪
重
罪
裁
判
所
に
て
去
月
廿
六
日
死
刑
の
宣
告
を

　
受
け
た
る
高
知
県
人
佐
野
義
一
外
二
名
及
び
無
期
徒
刑
に
処
せ
ら
れ
た
る
下

　
　
　
　
高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

　
村
治
幾
の
四
名
は
、
裁
判
不
服
に
て
大
審
院
へ
上
告
し
た
る
が
、
右
の
事
件

　
は
尋
常
の
犯
罪
と
も
異
な
る
重
事
件
に
付
き
、
犬
塚
検
事
長
よ
り
大
審
院
の

　
名
村
検
事
長
へ
其
趣
き
を
電
報
あ
り
た
る
由
。

　
正
確
な
上
告
年
月
日
お
よ
び
上
告
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
被
告
は
最
後
ま

で
国
事
犯
た
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
管
轄
を
争
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．

　
そ
の
後
、
同
年
十
一
月
十
一
日
・
土
陽
新
聞
に
は
．

　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
先
き
に
大
坂
重
罪
裁
判
所
に
於
て
死
刑
の
宣
告
を
言
渡
さ
れ
、
目
下
大
坂

　
の
堀
川
監
獄
に
繋
か
れ
居
る
本
県
人
佐
野
義
一
、
吉
松
寿
太
郎
、
間
直
三
の

　
三
氏
は
、
何
れ
も
身
体
強
壮
に
し
て
、
志
気
少
し
も
平
生
に
異
な
ら
ず
、
余

　
念
な
く
刑
期
の
至
る
を
待
ち
居
る
と
云
ふ
。

と
あ
り
、
つ
づ
い
て
同
月
十
八
日
・
同
新
聞
は
、

　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
　
先
き
に
大
坂
重
罪
裁
判
所
に
於
て
死
刑
の
宣
告
を
受
け
た
る
佐
野
義
一

　
は
、
此
の
程
堀
川
監
獄
よ
り
当
時
の
弁
護
人
吉
本
松
吉
等
へ
其
入
監
以
来
の

　
謝
礼
を
兼
ね
て
…
…
訣
別
の
書
状
を
寄
せ
来
り
し
よ
し
…
…
又
、
同
氏
と
同

　
じ
く
死
刑
宣
告
の
吉
松
寿
太
郎
氏
も
亦
た
山
本
憲
氏
（
大
阪
事
件
に
連
座
し

　
て
当
時
在
獄
－
手
塚
註
）
　
へ
訣
別
状
を
寄
せ
、
且
つ
最
早
、
絞
首
台
に
上

　
る
日
も
近
き
に
在
る
べ
く
、
此
の
七
尺
の
躯
幹
を
し
て
空
し
く
白
露
黄
土
の

底
に
埋
め
し
む
る
も
不
本
意
の
至
り
、
責
て
は
之
れ
を
解
剖
に
附
し
、
医
学

　
上
の
一
参
考
に
供
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
と
の
意
を
頼
み
越
し
た
り
と
聞
け
り
。

　
と
報
じ
て
い
る
。
ま
た
、
同
月
二
十
三
日
・
朝
野
新
聞
に
は
、

　
　
高
知
県
士
族
佐
野
義
一
外
三
名
は
、
昨
年
中
国
事
犯
と
認
め
ら
れ
、
大
阪

　
重
罪
裁
判
所
に
於
て
審
間
の
末
、
強
盗
殺
人
罪
を
以
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
し

　
を
不
服
に
て
、
大
審
院
へ
上
告
し
た
る
に
此
程
棄
却
せ
ら
れ
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
三
〇
一
）



　
　
　
高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

　
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
さ
ら
に
翌
十
二
月
十
三
日
・
土
陽
新
聞
に
は
、

　
　
目
下
堀
川
監
獄
に
在
る
本
県
人
佐
野
義
一
、
吉
松
寿
太
郎
、
間
直
三
の
三

　
氏
は
、
過
日
其
上
告
を
棄
却
せ
ら
れ
し
よ
り
従
容
と
し
て
其
刑
期
を
待
ち
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

　
る
由
な
る
が
、
中
に
も
佐
野
、
吉
松
の
二
氏
は
熱
心
に
基
督
教
を
信
奉
し
、

　
日
々
聖
書
講
究
と
祈
祷
と
に
従
事
し
居
る
と
云
ふ
。

　
と
そ
の
近
況
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
聞
報
道
か
ら
推
測
す
る
と
、
十

一
月
初
旬
ま
で
に
は
上
告
棄
却
の
判
決
も
行
わ
れ
、
刑
が
確
定
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

　
翌
二
十
二
年
四
月
十
五
日
、
堀
川
監
獄
に
お
い
て
佐
野
、
吉
松
の
死
刑
が
執

行
さ
れ
た
。
そ
の
模
様
は
次
の
ご
と
く
同
年
四
月
十
九
日
・
土
陽
新
聞
に
詳
し

い
。　

　
本
県
の
壮
士
佐
野
義
一
、
吉
松
寿
太
郎
の
二
氏
は
、
過
般
大
阪
控
訴
院
検

　
事
そ
の
他
よ
り
司
法
省
へ
特
典
を
願
ひ
出
た
る
事
も
あ
り
た
れ
ど
、
其
筋
に

　
て
は
遂
に
去
る
十
三
日
同
控
訴
院
へ
死
刑
の
執
行
を
命
ぜ
ら
れ
た
る
に
付
、

　
去
る
十
五
日
午
前
十
時
愈
い
よ
死
刑
を
執
行
し
た
り
。
当
日
右
執
行
の
模
様

　
　
（
ま
ま
）

　
を
聞
に
、
控
訴
院
よ
り
は
柿
原
検
事
、
小
林
書
記
が
臨
場
し
．
新
妻
副
典
獄

　
立
会
の
上
執
行
せ
し
に
、
二
氏
は
予
て
よ
り
覚
悟
の
事
な
れ
ば
、
自
若
と
し

　
て
平
素
に
異
な
ら
ず
、
臨
場
の
官
吏
に
対
し
て
懇
勲
に
敬
礼
し
、
数
十
通
の

　
書
面
を
認
め
て
後
ち
、
従
容
と
し
て
刑
に
就
き
た
り
と
ぞ
。

　
「
特
典
を
願
ひ
出
た
る
云
々
」
と
あ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
特
赦
の
申
請
で
あ

ろ
う
。
特
赦
は
刑
の
言
渡
が
確
定
し
て
か
ら
、
検
察
官
ま
た
は
監
獄
長
か
ら
司

法
卿
へ
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
が
（
酷
緋
厭
鱒
y
　
こ
の
申
立
も
棄
却
さ
れ
て

（
胴
鳩
繍
四
）
、
司
法
卿
の
死
刑
執
行
命
令
（
醐
鰍
イ
証
鮮
刑
）
が
で
た
も
の
と
思
わ
れ

五
八

（
三
〇
二
）

る
。　

以
上
が
尻
無
川
事
件
裁
判
の
概
略
で
あ
る
。
私
の
渉
猟
不
足
か
ら
、
不
明
の

個
所
が
余
り
に
も
多
い
が
、
そ
れ
で
も
経
過
の
大
筋
だ
け
は
、
大
体
に
お
い
て

明
ら
か
に
な
つ
た
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
経
過
の
中
で
、
犯
罪
事
実
の
認
定
並
び
に
量
刑
の
点
に

つ
い
て
、
若
干
の
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
、
最
初
の
予
審
言
渡
（
明
治
十
九
年
七

月
九
日
・
前
掲
土
陽
新
聞
参
照
）
の
中
の
徴
兵
令
違
反
の
一
件
で
あ
る
（
被
告
中

誰
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
違
反
が
あ
つ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
）
。
裁
判
言
渡
書
に
は

そ
の
一
件
は
な
い
。
そ
の
言
渡
書
の
冒
頭
に
は
「
強
盗
殺
人
知
情
受
賊
氏
名
詐

称
被
告
事
件
」
と
あ
る
か
ら
、
最
終
的
な
予
審
決
定
、
公
訴
状
の
段
階
で
は
、

す
で
に
そ
の
一
件
は
消
え
て
い
た
筈
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
故
障
申
立
に
よ
る

会
議
局
判
決
で
そ
の
部
分
の
免
訴
が
確
定
し
た
も
の
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、

会
議
局
判
決
に
対
す
る
大
審
院
の
上
告
判
決
で
そ
の
部
分
の
免
訴
が
確
定
し
た

の
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
．
前
者
で
あ
れ
ば
、
故
障
申
立
の
中
、
徴
兵
令
違

反
の
一
件
は
、
会
議
局
が
被
告
の
申
立
を
み
と
め
た
わ
け
で
あ
り
、
後
者
で
あ

れ
ぽ
、
最
初
の
予
審
言
渡
お
よ
び
会
議
局
判
決
で
は
違
反
と
み
と
め
て
い
た
も

の
を
、
大
審
院
で
は
そ
れ
を
否
認
し
、
被
告
の
上
告
を
理
由
あ
り
と
し
た
わ
け

で
あ
る
．
い
ま
、
そ
の
い
ず
れ
か
は
確
め
え
な
い
。

　
次
の
疑
問
は
、
間
直
三
に
対
す
る
死
刑
の
宣
告
で
あ
る
．
彼
が
慶
応
三
年
五

月
一
日
生
れ
で
あ
れ
ば
、
明
治
十
九
年
一
月
の
犯
罪
時
に
お
い
て
は
、
明
ら
か

に
満
二
十
歳
に
達
せ
ず
（
明
治
二
十
年
七
月
十
三
日
・
前
掲
土
陽
新
聞
も
、
間
を

未
成
年
と
し
て
い
る
）
、
し
た
が
つ
て
明
治
十
五
年
刑
法
第
八
一
条
「
罪
ヲ
犯
ス

時
満
十
六
才
以
上
二
十
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ
宥
恕
シ
テ
本
刑
二
一
等
ヲ
減



ス
」
に
よ
り
、
死
刑
か
ら
「
一
等
ヲ
」
減
じ
て
無
期
徒
刑
に
処
せ
ら
る
べ
き
で

あ
る
。
実
際
に
は
、
彼
は
死
刑
に
は
な
つ
て
い
な
い
。
前
掲
自
由
党
史
が
「
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

は
無
期
徒
刑
」
で
「
獄
中
に
死
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
と

す
る
と
、
判
決
謄
本
か
ら
土
陽
新
聞
へ
転
写
の
際
、
刑
法
第
八
一
条
に
よ
り
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

等
を
減
じ
て
無
期
徒
刑
に
す
る
と
い
う
意
味
の
文
言
が
洩
れ
た
の
か
、
そ
れ
と

も
判
決
原
本
に
そ
う
し
た
文
言
を
書
き
忘
れ
た
の
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
つ
た
と

一
応
考
え
ら
れ
る
．
も
し
も
後
者
で
あ
れ
ば
、
「
擬
律
ノ
錯
誤
」
と
し
て
当
然

に
上
告
理
由
盤
り
（
雛
誰
誕
饒
薯
れ
玄
と
め
ざ
る
を
え
な

か
つ
た
で
あ
ろ
う
．
こ
の
場
合
に
は
、
大
審
院
の
上
告
判
決
は
、
全
面
的
な
棄

却
で
は
な
く
、
間
に
つ
い
て
は
減
刑
の
判
決
が
あ
つ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
場
合
と
し
て
も
、
な
お
疑
問
が
す
べ
て
解
消

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
に
掲
げ
た
土
陽
新
聞
の
記
事
で
、
最

終
の
大
審
院
判
決
が
で
た
以
後
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
報
道
の
中
に
も
（
十
一

月
十
一
日
お
よ
び
十
二
月
十
三
日
・
前
掲
記
事
参
照
）
、
間
を
佐
野
、
吉
松
と
並
ん

で
死
刑
囚
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
新
聞
記

事
の
誤
り
と
す
れ
ば
、
疑
問
は
解
決
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
新
聞
記
事

が
正
し
い
報
道
と
す
れ
ば
、
問
題
は
別
の
観
点
か
ら
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
土
陽
新
聞
所
載
の
裁
判
言
渡
書
の
間
の
生

年
月
日
に
は
誤
記
が
あ
り
（
慶
応
三
年
で
は
な
く
元
年
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な

い
）
、
彼
は
成
年
者
の
強
盗
殺
人
と
し
て
一
旦
は
死
刑
が
確
定
し
た
が
、
彼
だ

け
は
特
赦
減
刑
で
無
期
徒
刑
に
な
つ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
な
れ
ば
、

前
掲
新
聞
報
道
に
は
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
と
て
も
、
新
聞
記
事

の
誤
記
と
特
赦
を
仮
定
し
て
の
議
論
で
あ
る
か
ら
、
確
実
と
は
い
い
き
れ
な
い
。

　
　
　
　
高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
へ
　
　
ち

要
す
る
に
、
間
が
無
期
徒
刑
に
処
せ
ら
れ
た
理
由
を
説
明
す
る
キ
メ
手
は
、
現

在
ま
で
の
と
こ
ろ
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
未
成
年
か
否
か
の
点
で
は
、
下
村
治
幾
に
つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
。
彼

の
生
年
月
日
が
「
慶
応
三
年
一
月
九
日
」
で
あ
れ
ぽ
、
や
は
り
未
成
年
で
あ
る

か
ら
、
強
盗
の
従
犯
と
し
て
正
犯
の
刑
に
輔
等
を
減
ぜ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
（
湖

蹴
冠
鉾
刷
継
）
、
さ
ら
に
未
成
年
と
し
て
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
（
胴
噌
鱒
）
。

と
こ
ろ
が
後
者
の
減
刑
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
間
の
場
合
に
一
応
推
定
し
た
ご

と
く
、
こ
の
場
合
、
「
慶
応
三
年
」
を
「
慶
応
元
年
」
の
誤
記
と
す
れ
ば
、
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

題
は
な
く
な
る
が
、
こ
れ
も
疑
問
と
し
て
お
く
。

　
こ
の
よ
5
に
、
尻
無
川
事
件
裁
判
に
つ
い
て
は
、
不
明
の
点
が
多
い
。
そ
し

て
ま
た
、
強
盗
殺
人
の
前
提
を
な
し
た
陰
謀
の
具
体
的
内
容
並
に
そ
の
背
景
な

ど
に
関
し
て
は
、
余
り
に
も
簡
略
に
し
か
わ
か
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
裁
判
言
渡
書
を
紹
介
す
る
所
以
は
、
こ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
尻
無
川
事

件
全
体
の
考
察
が
開
拓
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
修
立
社
は
、
土
佐
立
志
社
創
立
（
明
治
七
年
四
月
）
の
後
、
ま
も
な
く
そ

　
　
れ
を
中
核
と
す
る
地
域
的
政
社
の
噌
つ
と
し
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
、
高
知
浦

　
　
戸
町
に
あ
り
、
社
長
は
一
円
正
興
、
副
社
長
は
森
脇
直
樹
で
あ
つ
た
（
平
尾
道
雄

　
　
「
立
志
社
と
民
権
運
動
」
・
昭
和
三
十
一
年
・
一
一
一
頁
）
。
そ
し
て
嶽
洋
社
、

　
　
回
天
社
．
発
揚
社
、
有
信
社
と
相
並
ん
で
、
明
治
二
十
年
頃
ま
で
全
盛
を
持
続

　
　
し
て
い
た
と
い
う
（
島
崎
猪
十
馬
「
旧
各
社
事
蹟
」
・
土
佐
史
談
第
三
六
号
、
田

　
　
中
惣
五
郎
「
日
本
の
自
由
民
権
」
・
昭
和
二
十
二
年
・
七
九
頁
以
下
に
拠
る
）
。

　
（
2
）
安
東
重
起
氏
の
呼
称
に
よ
る
（
「
自
由
民
権
の
犠
牲
者
」
・
昭
和
二
十
二
年
・

　
　
一
七
一
頁
）
．
「
自
由
党
史
」
は
「
各
大
臣
暗
殺
の
陰
謀
」
と
題
し
（
岩
波
文
庫

　
　
本
下
巻
・
一
五
八
頁
）
、
ま
た
、
田
中
惣
五
郎
氏
は
　
「
重
臣
暗
殺
事
件
」
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
三
〇
三
）



高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

ば
れ
て
お
り
（
前
掲
書
二
八
四
頁
）
、
い
ず
れ
も
特
別
の
称
呼
は
使
わ
れ
て

　
い
な
い
．
し
か
し
、
当
時
、
大
臣
暗
殺
陰
謀
事
件
は
他
に
も
い
く
つ
か
あ
る
。

　
例
え
ば
新
潟
県
人
中
村
敬
太
郎
他
四
名
の
事
件
（
明
治
二
十
一
年
）
、
富
山
県

　
人
金
瀬
義
明
他
二
名
の
事
件
（
同
年
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
将
来
、
明
治
自

　由

民
権
運
動
史
の
研
究
が
進
展
し
、
そ
う
し
た
事
件
の
全
部
が
取
り
あ
げ
ら
れ

　
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
固
有
の
名
称
を
付
け
な
け
れ
ば
、
混

同
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
、
私
は
安
東
氏
の
呼
称
に
し
た
が
い
「
尻

無
川
事
件
」
と
呼
ん
だ
．
と
こ
ろ
で
、
明
治
四
十
二
年
二
月
十
六
日
・
東
京
日

　
々
新
聞
の
「
故
後
藤
伯
の
雄
図
四
」
　
（
連
載
読
物
で
あ
る
1
手
塚
註
）
に
は

　
「
彼
の
堀
川
の
獄
を
以
て
有
名
な
る
吉
松
寿
太
郎
、
佐
野
義
一
」
と
あ
る
か
ら
、

明
治
時
代
に
は
「
堀
川
の
獄
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
つ
た
と
思
わ

　
れ
る
。

（
3
）
　
前
掲
自
由
党
史
・
一
五
八
頁
ー
一
五
九
頁
。

（
4
）
　
前
掲
後
藤
伯
の
雄
図
に
は
「
吉
松
寿
太
郎
、
佐
野
義
一
等
の
日
比
谷
練
兵

場
爆
弾
事
件
（
日
比
谷
練
兵
場
に
爆
裂
弾
を
埋
め
、
電
気
作
用
を
以
て
之
を
爆

　発し、

大
臣
を
蜷
さ
ん
と
す
る
計
画
を
聞
き
、
大
島
更
造
其
の
玉
体
に
危
害
を

及
ぽ
さ
ん
こ
と
を
恐
れ
死
を
賭
し
て
之
を
道
に
爆
破
し
、
僅
に
事
な
き
を
得
た

　
り
）
」
（
明
治
四
十
二
年
二
月
十
六
日
・
東
京
日
々
新
聞
）
と
あ
る
。
大
島
は
、

　
旧
称
児
島
稔
と
い
う
自
由
党
員
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
爆
破
事
件
に
つ
い
て
、

残
念
な
が
ら
私
は
、
さ
ら
に
く
わ
し
い
資
料
を
み
る
機
会
を
も
た
な
い
。

（
5
）
　
例
え
ば
「
社
会
思
想
の
変
遷
と
犯
罪
」
（
司
法
研
究
第
二
十
輯
十
三
）
・
昭

和
十
年
・
一
二
七
頁
、
田
中
・
前
掲
書
・
一
八
四
頁
、
安
東
・
前
掲
書
二
七

　
一
頁
等
。

（
6
）
　
拙
稿
「
自
由
党
福
島
事
件
と
高
等
法
院
」
・
本
誌
第
三
十
二
巻
二
号
・

　
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
七
月
二
十
八
日
の
分
は
同
紙
附
録
に
．
翌
二
十
九
日
の
分
は
本
紙
に
掲
載

六
〇

（
き
〇
四
）

さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
大
臣
暗
殺
は
一
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
く
め
て
内
乱
の
予
備
ま
た
予
備

　
以
前
の
な
ん
ら
か
の
準
備
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
明
治
十
五
年
刑
法
第
二
一
五

　条に

該
当
し
、
国
事
犯
に
な
る
が
、
と
く
に
内
乱
の
目
的
は
な
く
、
単
に
大
臣

暗
殺
で
「
政
府
ノ
変
乱
」
だ
け
を
企
て
、
ま
だ
未
遂
に
も
至
ら
な
い
と
き
は
同

法
第
一
二
三
条
第
二
一
四
条
に
該
当
せ
ず
．
罪
と
な
ら
な
い
。
佐
野
ら
の
陰
謀

が
後
者
で
あ
れ
ば
国
事
犯
と
は
な
ら
ず
、
沢
田
殺
害
だ
け
の
強
盗
殺
人
罪
が
成

　
立
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
前
者
で
あ
れ
ば
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
内
乱
予
備

　
と
し
て
強
盗
殺
人
が
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
国
事
犯
と
す
べ
き
か
、

　普通犯と

す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
刑
法
学
に
お
い
て
種
々
の
学
説
が

　
あ
つ
た
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
自
由
党
名
古
屋
事
件
裁
判
考
」
・
本
誌
第
三
六

巻
三
号
・
四
〇
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
国
事
犯
と
し
て
取
扱
つ
た
と
し
て
も
、

高
等
法
院
も
開
か
ず
、
普
通
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
こ
と
も
で
ぎ
た
。
こ
れ
に

　
つ
い
て
は
．
前
掲
拙
稿
福
島
事
件
と
高
等
法
院
・
本
誌
第
三
二
巻
一
一
号
・
二

　
七
頁
以
下
お
よ
び
拙
稿
「
自
由
党
飯
田
事
件
の
裁
判
に
関
す
る
一
考
察
」
・
本

　
誌
第
三
四
巻
一
号
・
二
五
頁
以
下
等
参
照
。

（
9
）
　
こ
の
模
様
は
、
七
月
十
八
日
・
土
陽
新
聞
が
簡
単
に
報
道
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
明
治
二
十
一
年
七
月
十
一
日
・
土
陽
新
聞
．

（
n
）
　
佐
野
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
吉
松
は
事
件
前
か
ら
熱
心
な
キ
リ
ス

　
ト
教
信
者
で
あ
つ
た
と
い
う
（
平
尾
・
前
掲
書
・
二
〇
七
頁
）
。

（
1
2
）
　
前
掲
自
由
党
史
・
一
五
九
頁
。

（
1
3
）
　
明
治
二
十
年
三
月
十
九
日
、
二
十
日
、
二
十
三
日
、
二
十
四
日
、
金
城
新

聞
処
載
の
名
古
屋
事
件
裁
判
言
渡
書
に
、
重
要
な
る
個
所
で
若
干
の
誤
記
と
脱

漏
の
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
私
の
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
（
拙
稿
「
自
由
党
名

古
屋
事
件
判
決
書
！
続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
⇔
1
」
・
本
誌
第
三
八
巻

五
号
・
八
八
頁
）
。
し
た
が
つ
て
、
土
陽
新
聞
の
場
合
に
も
、
そ
う
し
た
脱
漏



　
が
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
。

曾
）
　
こ
の
場
合
、
た
と
え
被
告
が
上
告
し
な
く
と
も
、
大
審
院
検
事
長
が
非
常

　
上
告
を
な
し
え
た
筈
で
あ
る
（
治
罪
法
第
四
三
五
条
）
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

　
非
常
手
段
が
採
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。

（
1
5
）
　
安
東
氏
は
、
「
沢
村
」
（
ま
ま
）
、
大
井
を
「
未
丁
年
」
と
し
、
下
村
、
間
に

　
つ
い
て
は
と
く
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
　
（
前
掲
書
・
一
七
三
頁
）
．
本
稿
の
裁

　
判
言
渡
書
で
は
、
下
村
、
間
が
未
丁
年
、
沢
田
は
文
久
元
年
生
ま
れ
で
成
年
、

　
大
井
は
生
年
月
日
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
者
に
つ
い
て
も
未
成
年
に
よ
る

　
減
刑
の
言
渡
し
は
な
ひ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

前
註

（
1
）
　
判
決
原
本
は
、
片
仮
名
と
思
わ
れ
る
が
、
新
聞
記
事
で
は
平
仮
名
に
な
つ

　
て
い
る
．
そ
れ
が
た
め
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
片
仮
名
に
改
め
た
。

（
2
）
　
判
決
原
本
と
対
照
で
き
な
い
か
ら
、
誤
記
、
脱
漏
が
あ
つ
て
も
わ
か
ら
な

　
い
が
．
と
く
に
疑
問
と
思
わ
れ
る
個
所
だ
け
に
（
）
を
附
し
て
註
記
し
た
。

（
3
）
　
被
告
の
一
人
沢
田
良
吉
は
、
前
掲
自
由
党
史
で
は
沢
村
良
吉
と
な
つ
て
い

　
る
（
一
五
八
頁
以
下
）
。
安
東
氏
も
ま
た
同
様
で
あ
る
　
（
前
掲
書
・
一
七
一
頁

　
以
下
）
．
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
確
実
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
「
沢
田
」
を

　
正
し
い
と
し
た
。
裁
判
言
渡
書
の
記
載
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
新
聞
報
道
の
多

　
く
は
「
沢
田
」
と
な
つ
て
い
る
か
ら
（
明
治
二
十
年
七
月
九
日
・
前
掲
土
陽
新
聞
、

　
同
年
十
月
二
日
・
前
掲
大
阪
日
報
等
）
、
一
応
そ
れ
を
信
じ
た
ま
で
で
あ
る
。

裁
判
言
渡
書

高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

　
高
知
県
土
佐
国
土
佐
郡
南
新
町
百
七
十
二
番
地

　
　
　
　
士
族
無
職
業
　
　
　
　
　
被
告
人
佐
野
義
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
治
元
年
十
二
月
廿
九
日
生

　
同
県
同
国
吾
川
郡
浦
戸
村
五
十
二
番
地
吉
松
喜
五
郎
方
同
居
平
民
儀
平
二
男

　
　
　
　
無
職
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
告
人
吉
松
寿
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
治
元
年
三
月
十
日
生

　
同
県
同
国
土
佐
郡
下
知
村
内
中
新
町
十
番
地
奥
田
寅
蔵
加
家
借
宅
士
族
直
輔

　
二
男

　
　
　
　
無
職
業
　
　
　
　
　

被
告
人
間
　
直
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
応
三
年
五
月
一
日
生

　
同
県
同
国
土
佐
郡
片
町
十
番
地

　
　
　
　
士
族
　
無
職
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
告
人
　
下
　
村
　
治
　
幾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
応
三
年
正
月
九
日
生

　
同
県
同
国
土
佐
郡
農
八
町
二
百
二
十
一
番
地
安
岡
直
方
同
居

　
　
　
　
士
族
無
職
業
　
　
　
　
　
被
告
人
大
井
善
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
年
月
日
な
し
1
手
塚
註
）

　
同
県
同
国
土
佐
郡
土
居
村
十
五
番
地

　
　
　
　
平
民
農
　
　

被
告
人
沢
田
良
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
久
元
年
十
一
月
廿
日
生

右
強
盗
殺
人
知
情
受
賊
氏
名
詐
称
被
告
事
件
大
阪
軽
罪
裁
判
所
予
審
判
事
ノ
言

渡
二
因
リ
当
控
訴
院
検
事
長
犬
塚
盛
娩
ノ
公
訴
ヲ
受
ケ
立
会
検
事
小
倉
久
各
被

告
人
並
二
弁
護
人
戸
田
猛
馬
、
吉
本
松
吉
、
森
作
太
郎
、
菊
地
侃
二
、
渋
川
忠

次
郎
ノ
弁
論
ヲ
聴
キ
之
ヲ
審
案
ス
ル
ニ
被
告
佐
野
義
一
、
間
直
三
、
大
井
善
友
、

沢
田
良
吉
ハ
予
テ
政
治
思
想
ア
ル
有
志
ニ
シ
テ
其
執
ル
処
ノ
主
義
二
基
キ
陰
二

相
謀
ル
所
ア
リ
テ
死
ヲ
決
シ
被
告
下
村
治
幾
ハ
其
志
ヲ
賛
ケ
其
資
金
二
供
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
　
（
三
〇
五
）



　
　
　
高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

タ
メ
地
所
抵
当
ニ
テ
借
入
レ
タ
ル
金
三
百
五
十
円
ヲ
携
へ
明
治
十
九
年
十
二
月

中
高
知
ヲ
発
シ
路
ヲ
海
陸
二
分
チ
相
前
後
シ
テ
各
大
阪
二
来
リ
タ
リ
然
ル
ニ
良

吉
ハ
善
友
、
直
三
ヨ
リ
船
中
ニ
テ
同
県
人
二
出
会
シ
タ
リ
ト
云
フ
其
模
様
ヲ
聞

キ
右
ハ
高
井
事
高
知
県
長
岡
郡
北
山
村
百
十
八
番
地
平
民
太
右
衛
門
養
子
沢
田

久
馬
吉
ナ
ル
コ
ト
ヲ
推
知
シ
此
高
井
ナ
レ
バ
自
家
ヲ
脱
走
シ
来
リ
タ
ル
者
に
付

多
分
ノ
所
持
金
ア
ル
ベ
シ
ト
云
フ
ニ
依
リ
大
井
、
間
、
下
村
等
忽
チ
其
金
ヲ
奪

ヒ
取
ラ
ン
ト
悪
意
ヲ
生
ジ
被
告
吉
松
寿
太
郎
ハ
明
治
十
九
年
八
月
来
在
阪
所
々

流
寓
中
普
テ
相
知
善
友
、
治
幾
等
二
遊
遁
シ
互
二
往
来
ス
ル
中
一
日
寿
太
郎
ハ

治
幾
ヨ
リ
被
告
義
一
ハ
善
友
、
良
吉
、
治
幾
、
寿
太
郎
ヨ
リ
沢
田
久
馬
吉
ヵ
所

持
金
掠
奪
ノ
計
画
ア
ル
ヲ
聴
キ
之
二
同
意
シ
爾
来
被
告
等
六
名
相
会
合
ス
レ
バ

常
二
其
謀
議
ヲ
為
サ
ザ
ル
ハ
ナ
ク
遂
二
彼
ヲ
殺
害
シ
テ
其
金
ヲ
奪
取
二
若
カ
ズ

ト
決
定
シ
或
ハ
寿
太
郎
、
治
幾
ノ
ニ
人
ニ
テ
銃
猟
二
托
シ
テ
久
馬
吉
ヲ
泉
州
堺

二
誘
ヒ
出
シ
テ
銃
殺
セ
ン
ト
シ
或
ハ
舟
ヲ
河
流
二
乏
べ
船
中
ニ
テ
毒
殺
セ
ソ
ト

企
テ
タ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
自
ラ
中
止
シ
テ
事
成
ラ
ズ
荏
薄
数
日
ヲ
経
過
ス
ル
中
兼

テ
用
意
ノ
資
金
モ
殆
ン
ド
酒
食
二
浪
費
シ
其
欠
乏
ヲ
告
グ
ル
ニ
至
ル
ヲ
以
テ
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

一
、
寿
太
郎
、
直
三
ハ
遽
カ
ニ
之
ヲ
断
行
セ
ン
ト
欲
シ
明
治
廿
年
一
月
二
日
午

後
十
時
頃
沢
田
久
馬
吉
ヲ
其
止
宿
所
大
阪
府
北
区
中
ノ
島
五
丁
目
廿
七
番
地
加

納
ル
イ
方
ヨ
リ
呼
出
シ
松
島
遊
廓
二
同
行
ス
ト
欺
キ
大
阪
府
摂
津
国
西
成
郡
市

岡
新
田
字
沖
堤
防
ト
唱
フ
ル
所
二
誘
引
シ
義
一
ハ
携
フ
ル
所
ノ
白
砒
石
ヲ
酒
中

二
混
和
シ
行
ク
く
酒
杯
ヲ
傾
ケ
之
ヲ
与
へ
喫
セ
シ
ム
ル
モ
其
即
効
ヲ
見
ザ
ル

ヨ
リ
寿
太
郎
ハ
久
馬
吉
ヲ
距
ル
一
間
余
ノ
後
二
在
リ
ピ
ス
ト
ル
ヲ
以
テ
其
背
部

ヲ
射
撃
シ
タ
ル
ヨ
リ
久
馬
吉
ハ
声
ヲ
発
シ
顛
倒
シ
タ
ル
ニ
乗
ジ
義
一
、
寿
太
郎

ハ
黄
木
綿
ノ
胴
巻
ヲ
以
テ
其
咽
喉
ヲ
絞
リ
之
ヲ
殺
了
シ
直
三
ハ
其
際
久
馬
吉
ガ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
一
　
　
　
　
（
一
二
〇
六
）

懐
中
二
手
ヲ
入
レ
其
所
持
ス
ル
金
四
十
円
余
ヲ
奪
取
シ
タ
リ
被
告
下
村
治
幾
ハ

前
段
ノ
如
ク
義
一
、
寿
太
郎
、
直
三
、
善
友
．
良
吉
等
ト
沢
田
久
馬
吉
ヲ
殺
害
シ
其

金
員
ヲ
奪
取
ラ
ン
ト
謀
議
セ
シ
末
明
治
廿
年
一
月
二
日
夜
義
一
、
寿
太
郎
、
良

吉
等
其
下
宿
大
阪
府
東
区
北
浜
四
丁
目
六
番
地
旅
店
西
村
栄
助
方
二
来
リ
当
夜

ハ
其
事
ヲ
断
行
ス
ト
決
議
セ
シ
際
被
告
ハ
其
用
二
供
ス
ル
為
メ
兼
テ
所
持
ノ
ピ

ス
ト
ル
ヲ
寿
太
郎
二
白
砒
石
ヲ
義
一
二
給
与
シ
又
黄
木
綿
ノ
胴
巻
ヲ
寿
太
郎
二

与
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
義
一
、
寿
太
郎
ハ
其
ピ
ス
ト
ル
白
砒
石
胴
巻
ヲ
使
用
シ
其
金

円
ヲ
奪
取
タ
リ
被
告
大
井
善
友
、
沢
田
良
吉
ハ
前
段
ノ
如
ク
義
一
、
寿
太
郎
、
直

三
、
治
幾
等
ト
共
二
沢
田
久
馬
吉
ヲ
殺
害
シ
其
金
円
ヲ
奪
取
ラ
ン
ト
ノ
謀
ヲ
ナ

シ
タ
リ
ト
錐
ド
モ
他
二
慮
ア
リ
テ
其
場
二
臨
マ
ズ
明
治
二
十
年
一
月
三
日
大
阪

出
発
京
都
ヲ
経
テ
東
京
二
至
リ
明
治
二
十
年
一
月
廿
二
日
逮
捕
セ
ラ
ル
・
二
至

ル
迄
義
一
、
寿
太
郎
、
直
三
が
其
奪
取
タ
ル
金
円
ナ
ル
ヲ
知
リ
義
一
、
直
三
ト

共
二
旅
費
其
他
ノ
費
用
二
供
給
シ
タ
ル
ハ
即
チ
其
情
ヲ
知
リ
其
駐
ヲ
分
チ
タ
ル

者
ト
ス
被
告
佐
野
義
一
ハ
明
治
十
九
年
十
二
月
廿
四
日
ヨ
リ
明
治
廿
年
一
月
三

日
迄
大
阪
府
北
区
中
之
島
三
丁
目
四
十
六
番
地
旅
店
笹
倉
新
七
方
二
関
佐
平
ト

詐
称
シ
テ
止
宿
シ
被
告
下
村
治
幾
ハ
明
治
十
九
年
十
二
月
十
二
日
ヨ
リ
明
治
廿

年
一
月
廿
三
日
迄
下
村
梅
三
郎
ト
詐
称
シ
被
告
沢
田
良
吉
ハ
明
治
十
九
年
十
二

月
十
一
日
ヨ
リ
明
治
廿
年
一
月
三
日
迄
ノ
間
森
三
木
雄
ト
詐
称
シ
大
阪
府
東
区

北
浜
四
丁
目
六
番
地
旅
店
西
村
栄
助
方
に
止
宿
シ
被
告
大
井
善
友
ハ
明
治
十
九

年
十
二
月
十
二
日
頃
ヨ
リ
明
治
廿
年
一
月
三
日
迄
大
阪
西
区
土
佐
堀
通
リ
ニ
丁

目
十
一
番
地
旅
店
玉
垣
幸
七
方
二
河
田
小
三
郎
ト
詐
称
シ
止
宿
シ
タ
リ

以
上
ノ
事
実
ハ
予
審
判
事
司
法
警
察
官
ノ
作
リ
タ
ル
各
被
告
人
尋
問
調
書
検
証

　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

調
書
試
験
成
積
書
西
村
栄
助
同
と
へ
玉
垣
幸
次
郎
笹
倉
新
七
ノ
調
書
ピ
ス
ト
ル



弾
薬
白
砒
β
黄
木
編
胴
巻
銃
丸
ノ
痕
跡
ア
ル
衣
類
等
二
徴
シ
其
証
拠
十
分
ナ
リ

ト
ス

之
ヲ
法
律
二
照
ス
ニ
右
所
為
の
内
佐
野
義
一
、
吉
村
寿
太
郎
、
間
直
三
ガ
強
盗

殺
人
ノ
罪
ハ
刑
法
第
三
百
八
十
条
二
依
リ
死
刑
、
下
村
治
幾
ガ
強
盗
殺
人
ノ
器

具
ヲ
給
与
シ
タ
ル
ノ
罪
ハ
刑
法
第
百
九
条
二
依
リ
刑
法
第
三
百
八
十
条
ノ
本
刑

二
一
等
ヲ
減
ジ
無
期
徒
刑
、
沢
田
良
吉
、
大
井
善
友
ガ
強
盗
の
旺
タ
ル
コ
ト
ヲ

知
リ
其
畦
ヲ
受
ケ
タ
ル
ノ
罪
ハ
刑
法
第
三
百
九
十
九
条
第
四
百
条
二
依
リ
一
月

以
上
三
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
三
円
以
上
三
十
円
以
下
ノ
附
加
罰
金
六
月
以
上
二
年

以
下
ノ
監
視
、
佐
野
義
一
、
下
村
治
幾
、
大
井
善
友
、
沢
田
良
吉
ガ
氏
名
ヲ
詐

称
シ
旅
店
二
投
宿
シ
タ
ル
罪
ハ
明
治
十
六
年
大
阪
府
達
六
十
一
号
第
四
条
第
七

項
二
依
リ
拾
銭
以
上
一
円
以
下
ノ
科
料
二
該
当
ス
ル
数
罪
倶
発
二
係
ル
ヲ
以
テ

刑
法
第
百
条
二
照
シ
一
ノ
重
キ
ニ
従
ヒ
処
断
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
　
判
　
決

右
ノ
理
由
ナ
ル
ヲ
以
テ
被
告
人
佐
野
義
一
、
吉
松
寿
太
郎
、
間
直
三
ハ
強
盗
殺

人
ノ
罪
二
因
リ
各
死
刑
二
処
ス
被
告
人
下
村
治
幾
ハ
其
器
具
ヲ
給
与
シ
タ
ル
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

罪
二
因
リ
無
期
徒
刑
二
処
ス
被
告
人
沢
田
良
吉
、
大
井
善
友
ハ
知
盗
情
受
貯
ノ

罪
二
因
リ
各
重
鋼
三
年
罰
金
三
十
円
ヲ
附
加
シ
監
視
一
ケ
年
二
付
ス
佐
野
義

一
、
下
村
治
幾
、
大
井
善
友
、
沢
田
良
吉
ガ
其
氏
名
詐
称
シ
タ
ル
罪
二
付
其
罪

軽
キ
ヲ
以
テ
其
刑
ヲ
執
行
セ
ズ
犯
罪
ノ
用
二
供
シ
タ
ル
短
銃
白
砒
石
胴
巻
ハ
刑

法
第
四
十
三
条
二
依
リ
没
収
シ
沢
田
久
馬
吉
ガ
着
用
ノ
衣
類
佐
野
義
一
ガ
所
有

ノ
刀
ハ
其
家
二
大
井
善
友
ガ
所
有
ノ
刀
ハ
本
人
二
各
治
罪
法
第
三
百
八
条
二
照

シ
之
ヲ
還
付
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

明
治
廿
一
年
七
月
二
十
四
日
大
阪
重
罪
裁
判
所
公
庭
二
於
テ
検
事
小
倉
久
立
会

　
　
　
高
知
修
立
社
尻
無
川
事
件
判
決
書

宣
告
ス

裁
判
長
　
評
定
官
　
　
荒

陪
　
席
　
評
定
官
　
　
本

同
　
　
　
　
　
同
　
　
矢

裁
判
所
書
記
　
　
島

六
三

　野間木
光　季博

恒茂明臣

（
三
〇
七
）


